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第１章 公共施設等総合管理計画策定の背景と目的 

１ 背景 

本市は、昭和 29(1954)年に八幡町、都々城村、有智郷村の１町２村が合併し

八幡町となり、昭和 52(1977)年 11月１日に市制が施行され、京都府内で 11番

目の市として誕生しました。 

合併後、市民サービスの向上を図るため、さまざまな公共施設を整備してき

ましたが、施設の多くは建設から相当の年数が経過し、順次大規模な改修や建

替えが必要となることが見込まれています。 

一方で、今後も、少子高齢化や人口減少などの進行が予測される中にあって、

社会環境の変化や厳しい財政状況などを踏まえ、行政の限られた経営資源の効

率的配分に取り組むと共に、効率性・有効性の高い行政運営が求められており、

多様化する市民ニーズに的確に応えていかなければなりません。 

こうした状況を踏まえ、今後は、物理的な施設の使用可能期間を見据えなが

ら、既存の公共施設をできる限り有効に活用するとともに、地域にどのような

公共施設が必要であるか、客観的なデータをもとに検討していく必要がありま

す。 

 

２ 目的・定義 

上記のような背景から、本市においては公共施設のあり方について見直しを

行い、将来への負担を軽減しつつも、市民の方々が利用しやすい施設配置や民

間活力の活用等、市民の方々の視点に立って検討していく必要があります。 

そこで、公共施設のあり方を検討するとともに、インフラ施設も対象とした

公共施設等の管理の基本的な方針を定めた「公共施設等総合管理計画」を策定

しました。 

公共施設等総合管理計画では、持続可能な市民サービスを提供するために、

少子高齢化や人口減少、財政状況などの制約や課題を踏まえた上で、本市の公

共施設の現状と課題を整理し、公共施設等の適正な配置や計画的な保全を推進

することを目的に、公共施設等の基本的な方針を定めます。 
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３ 本計画の位置づけ 

本計画は、国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」及び「公共施設等総

合管理計画の策定にあたっての指針」に基づき策定するものです。 

また、「八幡市総合計画」に即するとともに、「八幡市都市計画マスタープラ

ン」など各種計画・ビジョン・方針等との整合を図ります。なお、今後策定す

る個別施設計画は、本計画に定める方針に即したものとします。 

 

●インフラ長寿命化基本計画の概要 

高度経済成長期から一斉に建設されてきた公共施設について、老朽化問題

が全国的に深刻化してきた背景から、政府全体の取組としてとりまとめられ

たものです。計画では、インフラ機能の確実かつ効率的な確保、メンテナン

ス産業の育成、多様な施策・主体との連携を基本的な考え方として、インフ

ラ長寿命化計画（行動計画）や個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）

の策定が求められています。 

 

●公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の概要 

公共施設やインフラ施設の老朽化問題や厳しい財政事情が全国的に深刻

化してくる中で、今後の人口減少により公共施設やインフラ施設の利用需要

が変化することが予想されます。そのため、早急に公共施設やインフラ施設

の全体状況を把握し、長期的な視点で更新、統廃合、長寿命化等を計画的に

行うことで、少しでも財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設やイ

ンフラ施設の最適な配置を実現するための計画策定の指針となるものです。 

【図１－１ 本計画の位置づけ】 
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４ 計画期間 

本計画の計画期間は、平成29（2017）年度から令和28（2046）年度までの30

年間とします。これは、平成26（2014）年４月22日付総務省による「公共施設

等総合管理計画の策定にあたっての指針」において、計画期間はできるかぎり

長期間であることが望ましいとされており、総人口や年代別人口の今後の見通

しについては30年程度と記載されていることから、人口の見通しの期間と合わ

せて30年間とするものです。 

また、令和３（2021）年度以降については令和３（2021）年８月に策定した

個別施設計画の内容と整合を図る改訂を行いました。計画改訂以降も、本市を

取り巻く環境の変化、財政状況や制度の変更等により、必要に応じて見直しを

行うこととします。 

 

５ 計画改訂履歴 

これまでの本計画改訂の履歴は下表のとおりです。 

【表１－１ 計画改訂履歴】 

計画策定および改訂年度 改訂履歴 

平成 29（2017）年３月 計画策定 

令和４（2022）年３月 総務省令和３年１月 26 日付通知「令和３年度までの公

共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項

について」に基づき改訂 
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第２章 本市の概況 

１ 将来都市像とまちづくりの方向性 

第５次八幡市総合計画では、目指す将来都市像を「みんなで創って好きにな

る 健やかで心豊かに暮らせるまち ～住んでよし、訪れてよし Smart 

Wellness City, Smart Welcoming City Yawata～」と定め、これまでのまちづ

くりを引き継ぎながらも、限りある地域の資源を効果的かつ創造的に活用し、

地域への愛着と誇りの中で、市民一人ひとりが考え創る「賢明で快適な

（=smart）」まちづくりを進めることを目指しています。 

その中で、まちづくりの基本目標として、（１）ともに支え合う「共生のまち 

やわた」、（２）子どもが輝く「未来のまち やわた」、（３）誰もが「健康」で

「幸せ」な「健幸のまち やわた」、（４）自然と歴史と文化が織りなす「観幸

のまち やわた」、（５）しなやかに発展する「活力のまち やわた」、（６）持

続可能な「安心・安全のまち やわた」、といった６つの目標を設定し、将来都

市像の実現に取り組んでいくことを掲げています。 

本計画においても、こうした既存計画との整合性をとりながら、施設のあり

方を検討していきます。 

【図２－１ 八幡市が目指す将来都市像】 

 
（資料：第５次八幡市総合計画） 
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２ 人口推移と将来の見通し 

図２－２で示すように、本市における平成２ (1990)年以降 30年間の人口

推移を見ると、国勢調査では、平成２(1990)年から平成７(1995)年で 1.4％増

加しましたが、この時をピークに減少に転じ、その後、令和２（2020）年ま

での 25年間で 7.0％減少しています。 

「八幡市人口ビジョン」によると、人口減少を食い止め人口構造の安定を目

指す将来人口像においても、平成 27（2015）年と比較して令和 27（2045）年に

は、総人口は 63,646 人と 12.4％減少、年少人口は 9,125人と 3.8％減少、生産

年齢人口は 32,115 人と 24.5％減少、老年人口は 22,406人と 9.3％増加し、総

人口が減少するだけでなく、年齢階層別の人口構成が変化することが予想され

ます。また高齢化も更に進行し高齢化率は令和 27（2045）年には、平成 27（2015）

年の 28.3％に対し、35.2％となることが予想されます。 

人口減少や人口構造の変化に伴い、学校教育施設等に余剰が発生し、高齢者

福祉施設の需要が高まる等、市民ニーズに変化が生じ、公共施設等が担うべき

役割・機能も変化していくため、これらを的確に把握し、適切に対応していく

必要があります。 

 

【図２－２ 人口推移】 

 
※人口推移は、年齢不詳人口を除いています。 

（資料：国勢調査（総務省））  
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【図２－３ 八幡市の将来人口推計】 

 
 

 

（資料：八幡市人口ビジョン、一部加工） 

 

【表２－１ 年齢階層別人口推移】 

 

（資料：平成27（2015）、令和２（2020）年は国勢調査（総務省）、 

令和７（2025）年以降は八幡市人口ビジョン作成データ） 

  

平成27年
（2015年）

令和2年
（2020年）

令和7年
（2025年）

令和12年
（2030年）

令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

令和27年
（2045年）

老齢人口（65歳以上）（人） 20,507 22,208 22,340 22,136 22,211 22,721 22,406

生産年齢人口（15歳～64歳）（人） 42,516 40,028 40,584 39,213 36,982 34,021 32,115

年少人口（０歳～14歳）（人） 9,485 8,197 8,785 8,611 8,677 8,960 9,125

合計（人） 72,664 70,433 71,709 69,960 67,870 65,702 63,646

人口減少率
（対平成27（2015）年比）（％）

- - 1.1 3.5 6.4 9.4 12.2

高齢化率（％） 28.3 31.5 31.2 31.6 32.7 34.6 35.2

（資料） 国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」）「日本の地域別将来推計人口」 

（※１）社人研の推計は H52（R22）年までとなっており、それより先の年次推計は、諸率（生存率、純移動率、 

合計特殊出生率及びこども女性比率を用いた換算率等）をそのまま用いて推計した。 

（※２）出生率を、H42（R12、2030）年に 1.8程度、H52（R22、2040）年に 2.07（人口置換水準）程度に回復 

（※３）H32（R2、2020）年以降、すべての世代の社会増減がゼロ（転出と転入が均衡）となる想定 
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３ 財政状況 

（１）歳入・歳出の推移 

図２－４で示すように、令和２（2020）年度における歳入総額は約374億円

と、平成28（2016）年度と比較して新型コロナウイルス感染症関連の国庫支

出金の増加等により約95億円増加しています。 

【図２－４ 歳入の推移】 

 

（資料：八幡市決算統計資料） 

（２）歳出の推移 

図２－５で示すように、本市の令和２（2020）年度の歳出総額は約364億円

と、平成28（2016）年度と比較して、新型コロナウイルス感染症関連の補助

費及び新庁舎整備事業関連の投資的経費等の増加により約90億円増加して

います。 

【図２－５ 歳出の推移】 

 
（資料：八幡市決算統計資料） 
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（３）投資的経費・維持管理経費と有形固定資産減価償却率の推移 

図２－６で示すように、投資的経費（災害復旧費を含む）及び維持管理経

費（維持補修費及び指定管理委託等を行っている施設において委託料から施

設修繕費用等を拠出した金額を合計したもの）の合計額は、平成28（2016）

年度の約36億円と比較して令和２（2020）年度は約46億円であり、約10億円

増加しています。 

また、図２－７で示すように、有形固定資産減価償却率の推移については、

施設の老朽化に伴い概ね増加傾向で推移しています。 

【図２－６ 投資的経費･維持管理経費の推移】

 

【図２－７ 有形固定資産減価償却率の推移】

 
（資料：八幡市決算統計資料）  
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第３章 公共施設等に関する現状 

１ 公共施設等の現状 

（１）対象とする公共施設等 

本計画において対象とする公共施設等は、市民文化系施設、スポーツ・レ

クリエーション系施設、小中学校等の学校教育系施設、公営住宅などの公共

施設及び道路、橋りょう、上水道施設、下水道施設などのインフラ施設とし

ます。 

 

【図３－１ 本計画の対象範囲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象施設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上水道施設、下水道施設の管理棟等の建屋、上水道施設、下水道施設の管路

は「インフラ施設」に含まれます。 
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下水道施設 

公園 

河川 

本計画の対象範囲 

【公共施設等】 
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（２）類型別公共施設の保有状況 

本計画が対象とする施設は表３－１のとおり、156施設、面積（総延べ床面

積）は224,322.01㎡であり、平成27（2015）年と比較して施設数は減少して

いるものの、市役所別館の建設等により延べ床面積は増加しています。 

なお、施設数ではその他施設が34施設（全施設の21.8％）で最も多く、

次いで子育て支援施設と行政系施設の28施設（全施設の17.9％）となって

います。 

また、延べ床面積では学校教育系施設が84,214.91㎡（全施設の37.5％）

で最も多く、次いで公営住宅41,778.02㎡（全施設の18.6％）、子育て支援

施設18,600.28㎡（全施設の8.3％）となっています。 

 

【表３－１ 類型別公共施設の施設数・延べ床面積の増減】 

 

（資料：本市作成の固定資産台帳） 

  

構成比 構成比

市民文化系施設 12 施設 15,644.49 ㎡ 12 施設 7.7% 16,138.61 ㎡ 7.2%

集会施設 11 施設 5,444.84 ㎡ 11 施設 7.1% 5,950.96 ㎡ 2.7%

文化施設 1 施設 10,199.65 ㎡ 1 施設 0.6% 10,187.65 ㎡ 4.5%

社会教育系施設 7 施設 11,606.99 ㎡ 7 施設 4.5% 11,256.61 ㎡ 5.0%

図書館 2 施設 2,588.12 ㎡ 2 施設 1.3% 1,817.00 ㎡ 0.8%

博物館等 5 施設 9,018.87 ㎡ 5 施設 3.2% 9,439.61 ㎡ 4.2%

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 4 施設 7,743.25 ㎡ 4 施設 2.6% 8,108.82 ㎡ 3.6%

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 3 施設 2,911.24 ㎡ 3 施設 1.9% 3,299.82 ㎡ 1.5%

スポーツ施設 1 施設 4,832.01 ㎡ 1 施設 0.6% 4,809.00 ㎡ 2.1%

学校教育系施設 15 施設 85,107.49 ㎡ 15 施設 9.6% 84,214.91 ㎡ 37.5%

小学校 8 施設 51,444.58 ㎡ 8 施設 5.1% 50,899.00 ㎡ 22.7%

中学校 4 施設 31,207.00 ㎡ 4 施設 2.6% 30,599.00 ㎡ 13.6%

その他学校教育施設 3 施設 2,455.91 ㎡ 3 施設 1.9% 2,716.91 ㎡ 1.2%

子育て支援施設 29 施設 18,397.45 ㎡ 28 施設 17.9% 18,600.28 ㎡ 8.3%

幼稚園、保育園、認定こども園 12 施設 13,218.08 ㎡ 12 施設 7.7% 13,513.00 ㎡ 6.0%

児童施設 17 施設 5,179.37 ㎡ 16 施設 10.3% 5,087.28 ㎡ 2.3%

保健･福祉施設 13 施設 8,835.51 ㎡ 11 施設 7.1% 8,760.77 ㎡ 3.9%

高齢福祉施設 5 施設 2,327.60 ㎡ 4 施設 2.6% 2,280.00 ㎡ 1.0%

障がい福祉施設 2 施設 857.74 ㎡ 2 施設 1.3% 857.00 ㎡ 0.4%

児童福祉施設 1 施設 624.60 ㎡ 1 施設 0.6% 689.77 ㎡ 0.3%

その他保健・福祉施設 5 施設 5,025.57 ㎡ 4 施設 2.6% 4,934.00 ㎡ 2.2%

行政系施設 28 施設 17,002.49 ㎡ 28 施設 17.9% 17,496.98 ㎡ 7.8%

庁舎等 3 施設 13,288.16 ㎡ 4 施設 2.6% 13,781.67 ㎡ 6.1%

消防施設 21 施設 3,479.72 ㎡ 20 施設 12.8% 3,480.70 ㎡ 1.6%

その他行政系施設 4 施設 234.61 ㎡ 4 施設 2.6% 234.61 ㎡ 0.1%

公営住宅 17 施設 41,348.48 ㎡ 16 施設 10.3% 41,778.02 ㎡ 18.6%

公営住宅 17 施設 41,348.48 ㎡ 16 施設 10.3% 41,778.02 ㎡ 18.6%

医療施設 2 施設 200.84 ㎡ 1 施設 0.6% 135.67 ㎡ 0.1%

医療施設 2 施設 200.84 ㎡ 1 施設 0.6% 135.67 ㎡ 0.1%

その他 36 施設 18,079.36 ㎡ 34 施設 21.8% 17,831.34 ㎡ 7.9%

その他 36 施設 18,079.36 ㎡ 34 施設 21.8% 17,831.34 ㎡ 7.9%

163 施設 223,966.35 ㎡ 156 施設 100.0% 224,322.01 ㎡ 100.0%

施設数 延べ床面積

令和3年現在
大分類 中分類

合計

施設数

平成27年時点

延べ床面積
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【表３－２ 類型別公共施設一覧】 

 

  

大分類 中分類 施設数

川口コミュニ
ティセンター

美濃山コミュニ
ティーセンター

市民交流セン
ター

男山公民館 志水公民館

山柴公民館 橋本公民館

市民協働活動セ
ンター（防災備
蓄倉庫等含む南
棟分）

南ケ丘集会所 吉原集会所

小集落地区施設
集会所

文化施設 １ 文化センター

図書館 ２ 八幡市民図書館 男山市民図書館

博物館等 ５
生涯学習セン
ター

ふるさと学習館 松花堂庭園 松花堂美術館
史跡石清水八幡
宮境内（八角
堂）

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・
観光施設

３
男山レクリエー
ションセンター

やわた流れ橋交
流プラザ

観光案内所

ｽﾎﾟｰﾂ施設 １
市民体育館・市
民スポーツ公園

八幡小学校 くすのき小学校 さくら小学校 橋本小学校 有都小学校

中央小学校 南山小学校 美濃山小学校

中学校 ４ 男山中学校 男山第二中学校 男山第三中学校 男山東中学校

その他学校
教育施設

３
都教育集会所
（閉鎖中）

南ケ丘教育集会
所

教育支援セン
ター

みその保育園 旧みやこ保育園 わかたけ保育園 南ケ丘保育園
南ケ丘第二
保育園

くすのき保育園 有都こども園 八幡幼稚園 八幡第二幼稚園 八幡第三幼稚園

八幡第四幼稚園 橋本幼稚園

橋本児童セン
ター

指月児童セン
ター

竹園児童セン
ター

男山児童セン
ター

南ケ丘児童セン
ター

八幡こどもセン
ター

子ども・子育て
支援センター

放課後児童健全
育成施設（美濃
山小学校内）

放課後児童健全
育成施設（有都
小学校内）

放課後児童健全
育成施設（中央
小学校内）

放課後児童健全
育成施設（八幡
小学校内）

放課後児童健全
育成施設（南山
小学校内）

放課後児童健全
育成施設（竹園
児童センター
内）

放課後児童健全
育成施設（男山
児童センター
内）

放課後児童健全
育成施設（橋本
児童センター
内）

放課後児童健全
育成施設（子ど
も・子育て支援
センター内）

高齢福祉施設 ４ 八寿園 南ケ丘老人の家 都老人の家
シルバー人材セ
ンター

障がい福祉
施設

２ 障害者通所施設 やわた作業所

児童福祉施設 １
母子健康セン
ター

その他保健・
福祉施設

４ 福祉会館
八幡人権・交流
センター

有都交流セン
ター

有都福祉交流セ
ンター

市民文化系
施設

社会教育系
施設

ｽﾎﾟｰﾂ･
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系
施設

学校教育系
施設

小学校 ８

集会施設 11

施設名

16児童施設

子育て支援
施設

幼稚園、
保育園、
認定こども園

12

保健･福祉施設
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大分類 中分類 施設数

庁舎等 ４
市役所（本庁
舎、旧別館、南
側駐車場）

市役所（別館） 分庁舎 第二分庁舎

消防庁舎
消防器具庫(第１
分団第１部)

消防器具庫(第１
分団第２部)

消防器具庫(第１
分団第３部)

消防器具庫(第１
分団第４部)

消防器具庫(第２
分団第１部)

消防器具庫(第２
分団第２部)

消防器具庫(第２
分団第３部)

消防器具庫(第３
分団第１部)

消防器具庫(第３
分団第２部)

消防器具庫(第３
分団第３部)下区

消防器具庫(第３
分団第３部)二階
堂

消防器具庫(第４
分団第１部)

消防器具庫(第４
分団第２部)

消防器具庫(第４
分団第３部)

水防倉庫（森）
水防倉庫（川
口）

水防倉庫（上奈
良）

水防倉庫（上津
屋）

水防倉庫（岩
田）

その他行政系
施設

４
生活情報セン
ター

道路河川課資材
倉庫

石清水八幡宮駅
前倉庫

６区衛生器具庫

市営住宅（都団
地）

市営住宅（一丁
地団地）

市営住宅（上ノ
段団地）

市営住宅（三反
長団地）

市営住宅（小松
団地）

市営住宅（吉原
団地）

市営住宅（清水
井団地）

市営住宅（中ノ
山団地）

市営住宅（雄徳
団地）

改良住宅（軸団
地）

改良住宅（広門
団地）

改良住宅（小松
団地）

改良住宅（三反
長団地）

改良住宅（長田
団地）

改良住宅（吉原
団地）

改良住宅（東林
団地）

医療施設 医療施設 1
内科・小児科休
日応急診療所

旧八幡第四小学
校

旧八幡第五小学
校

旧八幡東小学校
体育館

市営南ケ丘浴場 プレハブ倉庫

都農作業場 農機具格納庫
６区農機具格納
庫

南ケ丘農作業場
八幡市野尻市民
農園

川北排水機場 岩田揚水機場
石清水八幡宮駅
前広場公衆便所

市営駐車場事務
所・公衆便所

隅田墓地内建物

中ノ山墓地内建
物

石清水八幡宮駅
前広場待合所

八幡市柿木垣内
自転車等保管場
所

石清水八幡宮駅
自転車駐車場

みやこ公園便所

かもしか公園便
所

ふるさとの森公
園便所

あらかし近隣公
園便所

足立寺史跡公園
便所

りす公園便所

みやびの森　公
衆便所

さつき近隣公園
事務所　他

くすのき近隣公
園事務所　他

さくら近隣公園
便所

かわきた自然運
動公園倉庫 他

川口市民公園事
務所　他

きんめい近隣公
園事務所　他

馬場市民公園倉
庫 他

子供動物園管理
事務所

施設名

その他 その他 34

消防施設 20行政系施設

公営住宅 公営住宅 16
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（３）公共施設の状況 

① 築年別の整備と耐震化 

本市では、人口の増加や市民ニーズの拡大等に伴い、昭和58（1983）年

頃までに多くの公共施設の整備を進めてきました。 

本市における公共施設の築年数は平均36年となっており、公共施設を適

時適切に修繕した場合でも建物の目標耐用年数は60年（日本建築学会「建

築物の耐久計画に関する考え方」）とされていることから、過去に整備した

公共施設は、目標耐用年数の６割以上が経過し、今後老朽化の進行が懸念

され、将来の施設更新の課題の顕在化が見込まれます。 

また、図３－２で示すように現行の新耐震基準が施行された昭和56

（1981）年以前に整備された公共施設（整備年が不明な施設を含む）は84

施設（総延べ床面積約130,983㎡）となっており、将来の施設更新に加え、

耐震性能の確保をどのように図るかについても課題となっています。  

 

【図３－２ 築年別の整備と耐震化の状況】 

 
（資料：本市作成の固定資産台帳） 
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② 過去に行った対策の実績 

本計画の対象である156施設のうち、過去20年以内（平成13（2001）年度

以降）に大規模改修・中規模改修を実施した施設は47施設（30.1％）です。

築年数が40年を超える施設を多く保有している一方で、対策を実施した施

設数が少ないため、今後は多くの施設について対策が必要な時期を迎え、

負担が増加することが懸念されます。 

 

（４）インフラ施設の状況 

① 道路 

道路の総量は、総延長約253,196ｍ、総面積約1,640,935㎡で平成28（2016）

年度策定当時と比較して増加しています。 

道路の維持、更新は必要に応じてこれまでも実施していますが、今後も、

道路の維持、更新が必要になります。 

 

【表３－３ 道路種別総延長・道路面積の増減】 

道路種別 
総延長（ｍ） 道路面積道路部（㎡） 

平成 27年 令和２年 平成 27年 令和２年 

１級(幹線)市道 26,359 26,674 294,837 301,232 

２級(幹線)市道 21,235 20,968 140,696 139,856 

その他の市道 205,190 205,554 1,184,649 1,199,847 

合計 252,784 253,196 1,620,182 1,640,935 

（資料：平成 27（2015）年度道路施設現況調査及び令和３（2021）年度照会）  
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② 橋りょう 

橋りょうは、総数144本、総延長約1,223ｍ、総面積約9,045㎡であり、平

成28（2016）年度策定当時と比較して増加しています。 

 

【表３－４ 橋りょうの経過年数別本数】 

（単位：本数は本、面積は㎡） 

経過年数 

15ｍ未満（本） 15ｍ以上（本） 合計（本） 

平成 

27年 

令和 

２年 

平成 

27年 

令和 

２年 

平成 

27年 

令和 

２年 

10年未満 - １ - ２ - ３ 

10年以上 20年未満 １ ０ ６ ２ ７ ２ 

20年以上 30年未満 ７ ４ ７ ８ 14 12 

30年以上 40年未満 48 22 ７ ４ 55 26 

40年以上 50年未満 55 76 ５ ９ 60 85 

50年以上 60年未満 - ９ - １ - 10 

不明 ５ ６ - - ５ ６ 

合計 116 118 25 26 141 144 

（資料：平成27（2015）年度道路施設現況調査及び令和３（2021）年度照会） 

 

【表３－５ 橋りょうの経過年数別面積】 

経過年数 

15ｍ未満（㎡） 15ｍ以上（㎡） 合計（㎡） 

平成 

27年 

令和 

２年 

平成 

27年 

令和 

２年 

平成 

27年 

令和 

２年 

10年未満 - 25 - 1,243 - 1,268 

10年以上 20年未満 74 ０ 1,587 523 1,661 523 

20年以上 30年未満 540 461 897 1,741 1,437 2,202 

30年以上 40年未満 1,260 822 891 438 2,151 1,259 

40年以上 50年未満 1,800 2,122 754 1,336 2,554 3,458 

50年以上 60年未満 - 269 - 51 - 321 

不明 - 14 - - - 14 

合計 3,674 3,714 4,129 5,332 7,803 9,045 

※各数値を四捨五入しており、表中の数値の和と合計が一致しない場合があります。 

（資料：平成27（2015）年度道路施設現況調査及び令和３（2021）年度照会） 
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③ 上水道施設 

本市の上水道施設は、昭和31（1956）年９月に創設事業認可を受け、昭

和35（1960）年４月より給水を開始しました。上水道の普及率は令和２

（2020）年度現在、99.9％です。 

管路は平成28（2016）年度策定当時と比較して、宅地造成等の開発によ

り微増しています。 

 

【表３－６ 上水道の整備状況】 

分類 内容 

平成27年 令和２年 

管路 282,670ｍ 

（受水管3,390ｍ、 

導水管3,959ｍ、 

送水管9,783ｍ、 

配水本管15,628ｍ、 

配水支管249,910ｍ） 

284,972ｍ 

（受水管2,995ｍ、 

導水管3,959ｍ、 

送水管9,784ｍ、 

配水本管15,983ｍ、 

配水支管252,251ｍ） 

浄水場 同右 １箇所（美濃山浄水場） 

受水場 １箇所（月夜田受水場） 

配水池 ６箇所10池 

・西山第１配水場 

（第１号池、第２号池） 

・西山第２配水池 

・栗ヶ谷配水池 

・隅田口配水池 

・美濃山低区配水池 

（第１号池、第２号池） 

・美濃山高区配水場 

（外池、内池、高架水槽） 

取水 

施設 

６箇所 

（浄水場内１箇所を除く） 

・美濃山浄水場第３号～第

８号取水井 

６箇所 

（浄水場内１箇所を除く） 

・美濃山浄水場第３号～第８

号取水井 

その他 ・栗ヶ谷調圧流量計室 

・興正加圧ポンプ場 

・栗ヶ谷調圧流量計室 

・興正加圧ポンプ場 

（資料：平成28（2016）年度及び令和３（2021）年度照会） 
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④ 下水道施設 

本市の下水道施設は、昭和47（1972）年に供用を開始しました。令和２

（2020）年度現在、汚水の普及率は99.9％、水洗化率は99.0％です。 

整備状況については管渠延長が平成28（2016）年度策定当時と比較して

増加しており、マンホールと公共汚水桝・雨水桝の数量も増加しています。 

 

【表３－７ 下水道管渠の整備状況】 

管径 延長（ｍ） 

平成27年 令和２年 

250㎜以下 224,496 227,445 

251㎜以上500mm以下 19,708 20,095 

501㎜以上1,000mm以下 15,720 15,720 

1,001㎜以上2,000mm以下 12,780 12,780 

2,001㎜以上3,000mm以下 1,483 1,483 

3,001㎜以上 3,958 3,958 

合計 278,145 281,481 

（資料：八幡市の下水道） 

 

【表３－８ 下水道管渠以外の整備状況】 

分類 内容 

平成27年 令和２年 

マンホール 10,322個 

（汚水9,285個、 

雨水1,037個） 

10,471個 

（汚水9,422個、 

雨水1,049個） 

公共汚水桝 21,970個 22,334個 

雨水桝 2,983個 2,985個 

マンホール 

ポンプ箇所 

同右 ４箇所（すべて汚水） 

倉庫 中ノ山北倉庫 

（資料：八幡市の下水道及び令和３（2021）年度照会） 
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⑤ 公園 

本市の公園は、92施設、総面積約417,853㎡を整備してきました。 

【表３－９ 都市公園一覧】 

分類 施設数（施設） 面積（㎡） 

街区公園 79 103,234 

近隣公園 ６ 144,380 

地区公園 １ 56,638 

運動公園 ３ 72,815 

歴史公園 ２ 8,786 

都市緑地 １ 32,000 

合計 92 417,853 

（資料：公園施設所管部署確認） 

【表３－10 公園有料施設（建物を除く）一覧】 

公園名称 有料施設 

市民スポーツ公園 多目的広場、テニスコート 

男山レクリエーションセンタ

ー 

スケートボードパーク、多目的コー

ト、炊事場等 

さつき近隣公園 多目的広場、テニスコート、プール 

くすのき近隣公園 軟式野球場、テニスコート 

川口市民公園 多目的広場 

かわきた自然運動公園 多目的広場 

馬場市民公園 多目的広場 

さくら近隣公園 子供動物園 

 

⑥ 河川 

本市の河川(準用河川)は、総延長約 2.8km、流域面積約 213.5haです。 

【表３－11 河川(準用河川)一覧】 

名称 延長（㎞） 流域面積（ha） 

御幸谷川 1.7 141.5 

内里川 0.5 48.8 

大門川 0.6 23.2 

合計 2.8 213.5 

（資料：準用河川所管部署確認） 
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２ 公共施設等の中長期的経費の試算 

（１）中長期的経費の将来予測 

現在本市が保有する公共施設等の中長期的経費が財政的にどの程度の負担

になるかを試算します。試算は以下の前提条件に従い一定の仮定に基づいて行

います。 

 

＜前提条件＞ 

① 公共施設 

・対象施設について、現在の施設規模のまま維持し続ける場合の計画的（時

間計画）保全を想定した「単純更新パターン」と、長寿命化を行う場合を

想定した「長寿命化パターン」を試算し、それぞれの合計を比較した差異

を効果額として把握します。 

・単純更新パターンでは、目標耐用年数を主体構造別に設定（例：鉄筋コ

ンクリート造であれば 60年）し、建替えまでの中間年度（例：鉄筋コンク

リート造であれば 30年）に大規模改修を行い、目標耐用年数経過後に建替

えを行うこととします。 

・長寿命化パターンでは、３種類の主体構造（鉄筋コンクリート造、鉄筋

鉄骨コンクリート造、鉄骨造）に該当し、かつ築 40年以下の施設について

長寿命化（目標耐用年数 80 年）を行う場合を想定した試算を実施します。 

・本試算に限定して、10ページ以降に記載のその他施設のうち公園便所に

ついては、公園施設としてその他施設と単価を区別して試算します。 

 

② インフラ施設 

・インフラ施設は単純更新パターンのみ試算します。 

・令和３（2021）年度の経費は予算執行中で未確定のため、過去５年間の

平均値とします。 

・今後 30年間、現在敷設している道路、橋りょう、上水道施設及び下水道

施設をすべて使用し続けることとします。 

・道路及び橋りょうは、一般財団法人地域総合整備財団が公開している「公

共施設等更新費用試算ソフト」に従った条件により試算を行います。 

・上水道施設は、「八幡市水道ビジョン」が策定されているため、当該ビジ

ョンで計画されている施設の中長期的経費を採用します。 

・下水道施設は、「八幡市下水道ストックマネジメント計画」が策定されて

いるため、当該マネジメント計画で計画されている施設の中長期的経費を

踏まえた試算を行います。 



 

20 

・河川については、一般財団法人地域総合整備財団が公開している「公共

施設等更新費用試算ソフト」を用いた試算が困難であるため、今回の中長

期的経費の計算には含めないこととします。 

 

 

（２）試算結果と効果額の算出 

①公共施設 

前述の前提条件、内容に基づき試算した結果は下表の通りです。10 年間

の事業費を見ると、単純更新パターンで約 429 億円（42.9 億円/年）、長寿命

化・平準化パターンで約 316 億円（31.6 億円/年）となり約 113 億円（11.3

億円/年）と試算されます。一方、試算期間の 24 年間で見ると単純更新パタ

ーンで約 1,167 億円（48.6 億円/年）、長寿命化・平準化パターンで約 823 億

円（34.3 億円/年）となり約 344 億円（14.3 億円/年）の効果額が試算されま

した。 

現在の投資的経費の支出総額と比較して、長寿命化・平準化パターンでも

毎年約 2.2 倍のコストを要する試算結果であり、現在の施設を維持する場合

には多額の財政負担が予想されます。 

 

【表３－12 公共施設試算結果総括】 

 10 年間（令和４（2022） 

～令和 13（2031）年度） 

24 年間（令和４（2022） 

～令和 27（2045）年度） 

単純更新パターン 
429 億円 

（42.9 億円/年） 

1,167 億円 

（48.6 億円/年） 

長寿命化・平準化

パターン 

316 億円 

（31.6 億円/年） 

823 億円 

（34.3 億円/年） 

効果額 
113 億円 

（11.3 億円/年） 

344 億円 

（14.3 億円/年） 
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【図３－３ 中長期的経費の試算結果（単純更新パターン）】 

 

 

【図３－４ 中長期的経費の試算結果（長寿命化パターン）】 
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【図３－５ 中長期的経費の試算結果（長寿命化・平準化パターン）】 
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② インフラ施設 

ア．道路 

今後24年間、現在供用している道路をそのまま維持し続ける場合、

中長期的経費は総額約136億円、年平均約5.7億円となり、直近５年間

の道路に関する投資的経費の年平均約4.7億円の約1.2倍の中長期的

経費がかかり、道路の維持更新に毎年約1.0億円ずつ不足する推計結

果となっています。 

【図３－６ インフラ施設（道路）の中長期的経費の推計】 

 
（資料：決算書） 

 

イ．橋りょう 

今後24年間、現在供用している橋りょうをそのまま維持し続ける場

合、中長期的経費は総額約20億円、年平均約0.8億円となり、直近５年

間の橋りょうに関する投資的経費の年平均約0.3億円の約2.7倍の中

長期的経費がかかる推計結果となっています。 

【図３－７ インフラ施設（橋りょう）の中長期的経費の推計】 

 
（資料：決算書） 
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ウ．上水道施設 

今後24年間、現在供用している上水道施設をそのまま維持し続ける

場合、中長期的経費は総額約127億円、年平均約5.3億円となり、直近

５年間の上水道施設に関する投資的経費の年平均約3.1億円の約1.7

倍の中長期的経費がかかり、上水道施設の更新等に毎年約2.2億円ず

つ不足する推計結果となっています。 

【図３－８ インフラ施設（上水道施設）の中長期的経費の推計】 

 
（資料：決算書及び八幡市水道ビジョン） 

 

エ．下水道施設 

今後24年間、現在供用している下水道施設をそのまま維持し続ける

場合、中長期的経費は総額約59億円、年平均約2.4億円となり、直近５

年間の下水道施設に関する投資的経費の年平均約5.9億円以下の費用

となっています。 

【図３－９ インフラ施設（下水道施設）の中長期的経費の推計】 

 
（資料：決算書及び八幡市下水道ストックマネジメント計画） 
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③ まとめ 

公共施設及びインフラ施設の試算結果を合算したグラフは次のとおり

です（公共施設は長寿命化・平準化パターン、インフラ施設は単純更新パ

ターンを合算、投資的経費実績の令和３（2021）年度は予算執行中のため

過去５年間の平均値）。今後24年間、これらをそのまま保有し続けること

を前提に中長期的経費を試算すると、総額約1,165億円、年平均約48.5億

円となります。 

直近５年間の投資的経費の年平均は約22.4億円であることから、約2.2

倍の中長期的経費がかかり、毎年約26.1億円ずつ不足する推計結果とな

っていることから、厳しい状況となっています。 

【図３－10 公共施設及びインフラ施設の中長期的経費の見込み】 
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第４章 公共施設等全体の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針  

１ 公共施設等に関する現状と課題 

（１）公共施設等の状況 

① 公共施設の整備状況  

本市の公共施設は156施設、面積（総延べ床面積）は224,322.01㎡です。 

公共施設保有量の適正化に向けて取組を行っていますが、今後も継続的に

施設の縮減や再編についての検討を行う必要があります。 

② 公共施設の老朽化の状況 

本市における公共施設の築年数は平均36年となっており、過去に整備した

公共施設のうち、竣工後30年を経過したものが整備年度不明の施設も含めて

全公共施設の78.2％、面積では89.7％となっており、今後の老朽化対策によ

る負担増加が懸念されます。 

③ インフラ施設の整備状況 

本市のインフラ施設のうち、主な整備状況は下表のとおりです。これらの

施設は保有量が概ね増加しており、かつ既存のものの多くは老朽化が進行し

ているため、今後更新コストの増大が見込まれます。更新コストの増大を抑

えつつ市民の方々に安心安全にサービスを提供するための方法を検討する

必要があります。 

【表４－１ インフラ施設の整備状況】 

 平成27年 保有量 令和２年 保有量 総量増減 

道路 総延長253千ｍ 

総面積1,620千㎡ 

総延長253千ｍ 

総面積1,641千㎡ 

増加 

橋りょう 総数141本 

総面積7.8千㎡ 

総数144本 

総面積9.0千㎡ 

増加 

上水道施設 管路283千ｍ 管路285千ｍ 増加 

下水道施設 管渠278千ｍ 管渠281千ｍ 増加 

公園 施設数93 

総面積438千㎡ 

施設数92 

総面積418千㎡ 

減少 

河川 延長2.8km 

流域面積214ha 

延長2.8km 

流域面積214ha 

- 

  ※上水道の浄水場等の施設、下水道のマンホール等の設備は除いています。 

※公園の総量減少は、施設分類の見直しによるものです。 
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（２）人口推移 

① 人口減少・少子高齢化 

本市の人口は、令和27（2045）年には、平成27（2015）年の72,664人が63,646

人まで12.4％減少し、年少人口は3.8％減少する一方、老年人口は9.3％増加

する見込みです。 

今後の人口構成の変化を踏まえ、将来の需要見通しと財政負担とのバラ

ンスを取ったうえで、公共施設のあり方を見直す必要があります。 

 

（３）財政状況 

① 歳入・歳出 

歳入については、生産年齢人口が減少していく中では市税収入をはじめ

とした自主財源の減少にもつながることから、財政的な制約が強まってい

くことが予想されます。 

歳出については、義務的経費の扶助費が例年支出の３割強を、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により扶助費等が増加した令和２（2020）年度は

支出の２割強を占めており、今後も、高齢化の進行は避けられない状況が

予想されるため、公共施設への支出の余地は大幅に制限されるものと考え

られます。 

このような状況から、財政的に見て、全ての施設を修繕・更新し保持し

続けることが難しい状況になると懸念されます。 

 

② 公共施設等の中長期的経費の見込み 

過去５年間の投資的経費の年平均は約 22.4億円です。これに対して、今

後 24年間、公共施設及びインフラ施設をそのまま保有し続けることを前提

に中長期的経費（公共施設は長寿命化・平準化パターン、インフラ施設は

単純更新パターン）を試算すると、総額約 1,165億円、年平均約 48.5億円

となり、約 2.2倍の中長期的経費がかかり、毎年約 26.1億円ずつ不足する

推計結果となっています。 

このように、公共施設及びインフラ施設の新規整備に係る財源や、公共

施設の大規模改修や修繕、耐震化に係る財源を十分に確保することは非常

に厳しい状況となっています。そのため公共施設のあり方そのものの見直

しや、公共施設等の維持管理コストの削減についてもあわせて検討する必

要があります。 
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【図４－１ 本市の公共施設等を取り巻く課題】 
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２ 公共施設等の管理に関する基本方針 

本市の公共施設等を取り巻く課題を解消し、安心安全な市民サービスを持続

可能なものとして提供するために、公共施設等の管理に関して次の基本方針を

定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 市民サービスのあり方の見直し 

今後、全てのニーズに応えてサービスを提供し続けることは困難な状

況にあります。このため、維持管理コストや利用状況、代替性等といっ

た様々な観点での検討や市民意向の把握に努めながら、公共施設におい

て実施する市民サービスのあり方を見直します。 

また、デジタルトランスフォーメーション（DX）化の推進など、市民

サービス提供の効率化やハコモノに依存しない持続的なサービス提供

について検討します。 

 

② 本市が保有・管理する公共施設の総量の適正化 

市民サービスの継続性を確保するためには、費用の発生要因となる施

設について、市民サービスに見合った規模の適正化や本市が保有する必

要性の見直し等により、総量の適正化を図ります。 

なお、公共施設総量の適正化について、策定当時の平成 27（2015）年

と比較して今後 24 年間で延べ床面積ベース 12.2％削減することを目標

とします。 

また、インフラ施設については市民生活の基盤となるため削減目標は

掲げず、今後の人口動向やまちづくりの展望を見据えながら整備の必要

性や規模などを慎重に検討し、保有量の適正化に努めます。 

 

③ 庁内外の経営資源の活用 

市民サービスを提供するためには、建物、資金、人員等の経営資源が

必要ですが、そのいずれの状況も厳しくなってきます。したがって、そ

れらの限られた経営資源を効果的・効率的に活用して、市民サービスの

最大化を図ります。また、本市の財源や人員等は限られているため、市

民、地域団体、民間事業者などとの連携や協働により外部の建物、資金

及び人員等を活用することも検討します。 
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３ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

公共施設等の管理に関する基本方針を着実に実行するために、基本方針の下

位概念として、公共施設等の管理に関する基本的な９つの方針を定めました。 

 

（１）点検・診断等の実施方針 

①公共施設 

公共施設の適時、適切な保全等のためには、計画的に点検・診断を行い、

公共施設の状況を把握することが前提となります。 

そのため、定期的に点検し、劣化・損傷の程度や原因を把握するとともに、

劣化・損傷が進行する可能性や公共施設に与える影響等について評価を行い

ます。 

点検・診断結果を情報として蓄積して今後の修繕に活用することで、効果

的、効率的なマネジメントを行います。 

 

②インフラ施設 

道路、橋りょう、上水道施設、下水道施設、公園、河川のそれぞれの分野

において、個別の管理計画等に基づいた効果的・効率的な点検・診断を行い

ます。 

 

（２）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

①公共施設 

個別施設ごとに適切な維持管理に関する検討を行い、戦略的な維持管理・

修繕・更新等を推進することで、公共施設の性能維持や安全性を確保して、

維持管理コストの削減や平準化を図ります。 

また、温室効果ガス削減のため、八幡市エコ・オフィス計画に基づき、施

設の省エネルギー化を推進し、再生可能エネルギー設備等の積極的な導入を

図ります。 

さらに、今後の維持管理等においては指定管理者制度の促進やPPP/PFI等

の事業手法を用いた民間活力の導入の検討、及び近年目覚ましい発達を遂げ

ているデジタル技術を施設の維持管理や運営に取り入れるDX化の推進等を

行います。 
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②インフラ施設 

道路、橋りょう、上水道施設、下水道施設、公園、河川のそれぞれの分野

において、日常的・定期的な点検により判明した不具合には迅速に対応する

とともに、個別の管理計画等に基づいた効果的・効率的な維持管理・修繕・

更新等を行います。また、従来の個別の業務委託に加え、長期的・総括的な

管理等の業務委託、PPPの導入等の民間活力の導入を検討します。 

 

（３）安全確保の実施方針 

①公共施設 

点検・診断結果から劣化・損傷等により安全面での危険性が認められたも

のについては、費用面、利用状況、優先度を勘案して修繕等の対応を行いま

す。 

 

②インフラ施設 

市民の方々が日常的に使うインフラ施設は、安全に利用できるように配慮

する必要があります。そこで、日常的・定期的な点検により判明した劣化・

損傷等などにより安全面での危険性が認められた箇所については、迅速に修

繕等の対応を行います。 

 

今後利活用のない休止している公共施設等については、周辺施設等に及ぼ

す影響や市民の安全・安心を考慮し、必要に応じて早期に建物等の解体・除

却等を行います。 

 

（４）耐震化の実施方針 

①公共施設 

安全確保の実施において特に重要となるのが耐震化です。地震などの災害

時に備えて耐震性能が確保される必要があります。そのため、耐震診断の結

果等を踏まえて、耐震性能の確保を図ります。 

耐震性能確保の方策検討の際には、公共施設自体の必要性等を見直した上

で、他の公共施設との集約を含めた建替え、耐震補強、休止や廃止など複数

の選択肢から効果的・効率的な対策を検討します。 
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②インフラ施設 

インフラ施設についても耐震化は重要であり、大規模地震発生時において

ライフラインを市民の方々に提供できるように、道路、橋りょう、上水道施

設、下水道施設、公園、河川のそれぞれの分野において個別の管理計画等に

基づいた耐震化等の対応を行います。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

①公共施設 

公共施設の新規整備や維持管理・更新を計画する際には、ライフサイクル

全体を通じたコスト削減に繋がるように事業計画を立案する必要がありま

す。公共施設の長寿命化に繋がるよう適正な管理を行い、ライフサイクルコ

スト（以下、「LCC」という。）の削減を図る観点で「予防保全」の考え方によ

る公共施設の点検・診断等を行い、計画的な維持管理・更新を検討します。 

 

②インフラ施設 

道路、橋りょう、上水道施設、下水道施設、公園、河川のそれぞれの分野

において個別の管理計画等に基づいた長寿命化を行います。 

 

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

国の「ユニバーサルデザイン2020行動計画」の内容を踏まえ、公共施設等

の改修等とあわせてユニバーサルデザイン化の推進を図ります。 

 

（７）脱炭素化事業の推進方針 

国の「地球温暖化対策計画」では、地方公共団体の基本的役割として「地

域の自然的社会的条件に応じた施策の推進」が掲げられており、この計画に

沿った温室効果ガス排出量の削減等の対策を検討します。 

①公共施設 

太陽光発電の導入、ZEB（Net Zero Energy Building：一定の省エネルギー

を図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更

に削減した建築物）の実現、省エネルギー改修の実施及びLED照明の導入など、

脱炭素化の推進を図ります。 

 

②インフラ施設 

省エネルギー工事の実施、LED照明の導入など、脱炭素化の推進を図ります。 
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（８）統合や廃止の推進方針 

①公共施設 

人口減少、現状の公共施設の利用状況及び将来の財政負担を踏まえると、

全ての公共施設を維持更新することは困難です。そのため、安心安全な市民

サービスを将来にわたって提供するには、公共施設総量の削減が必要です。 

そこで、公共施設の適正化を進めるため、公共施設の利用度、立地条件、

維持管理コスト等を勘案して、公共施設の統廃合や再配置、他用途への転換、

多機能化・複合化を検討します。 

また、広域連携や公民連携によるお互いの財産を利用することも視野に入

れて検討を行います。 

さらに、今後、休止している利活用の予定のない公共施設については、売

払や処分等を検討して、将来的な市民ニーズに対応した最適な施設規模を目

指します。 

なお、公共施設の統廃合や廃止等に伴い、市民の利便性の低下を伴うもの

については十分な合意形成を図りながら実施します。 

 

②インフラ施設 

インフラ施設については現状提供しているサービス水準を維持するもの

の、今後の更新や新規投資に際しては、人口減少や財政状況などを踏まえ必

要性を精査し、事業効果・効率を十分に検討した上で行います。 

また、従来の個別の業務委託に加え、長期的・総括的な管理等の業務委託、

PPPの導入等の民間活力の導入推進を含めた効果的・効率的な管理運営・整備

手法を検討します。 

 

（９）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

以上の各種方針に従い、公共施設及びインフラ施設を総合的かつ計画的な管

理を推進するためには、次のように部局横断的な組織体制や財政面での体制の

構築が必要になります。 

①部局横断的な組織体制 

各種方針の推進には、組織的な体制の整備が必要になります。これまでは、

各公共施設の所管部署でそれぞれの公共施設を管理していましたが、今後は、

部局横断的な管理を行うための体制として次の取組を行います。  
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 公共施設等の整備（再編、新設、更新、大規模改修等）を行う場合には、

本計画との整合性や当該公共施設等の必要性、市全体の観点からの効果

的・効率的な整備手法などについて検討します。また、公共施設等の整

備にあたっては必要に応じて各所管部署で個別計画を策定するものとし、

施設の統廃合や複合化など複数部署が関係する場合は、関係部署で連携

して取り組みます。 

 公共施設に関する情報を集約し、総合的な観点から整備・維持管理を行

います。 

 

②財政面の体制 

基本方針の推進には、必要かつ適時適切な財源を確保できるような財政構

造の確立が必要となるため、次のような取組を行います。 

 日常点検・建物診断の結果や法定点検の結果をもとに、保全が必要と判断

された項目については、LCC削減の観点も踏まえた上で優先順位を設定し、

予算化を図ります。 

 現状で無料または維持管理コストに比べて著しく安価で利用されている

公共施設については、住民福祉の観点を踏まえた上で受益者負担の見直

しを含めて検討します。 

 維持管理コスト等のコスト情報の適切な把握を行い、公会計・固定資産台

帳と公共施設等の管理情報を連携させることにより持続可能な財政運営

の継続に努めます。 

 

③フォローアップ体制 

本計画で策定し実施する方針を効果的・効率的に実行していくために、ま

た、その時々に即した状況へと対応する必要性からPDCAサイクルに基づいた

マネジメントを行い、各公共施設の所管部署からの意見を集約し概ね10年を

目途に見直しを図ります。  
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第５章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

１ 市民文化系施設 

（１）集会施設 

ア 施設の概要 

集会施設は11施設あり、地域づくりの拠点として位置づけられています。こ

れらの施設は高齢化社会に向かうにつれて、市民の方々の利用が増えていくこ

とが予想されます。そのため集会施設は、地域のニーズや特性を生かした講座

等を開設し、サークルや地域住民による施設活用の促進を図ることを目的とし

ています。 

【施設一覧】 

 
（「耐震性能」欄について） 

耐震性能欄については、以下の区分に従い記載しています。（以下、同様） 

・「有」：昭和56年５月以降の公共施設、または昭和56年５月以前の公共施設で現行の新耐震基

準による耐震性能を満たすものです。 

・「有（補強済）」：昭和56年５月以前の公共施設で現行の新耐震基準による耐震性能を満たさず、

耐震補強が必要となった公共施設のうち、耐震補強が完了しているものです。 

・「不足」：昭和56年５月以前の公共施設で現行の新耐震基準による耐震性能を満たす、耐震補

強が必要となった公共施設のうち、耐震補強が完了していないものです。 

・「不明」：昭和56年５月以前の公共施設のうち、耐震診断を行っていないものです。 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

川口コミュニティセンター 男山 546.80 平成元年 有

美濃山コミュニティーセンター 男山東 648.00 平成14年 有

市民交流センター 男山 622.00 昭和56年 有

男山公民館 男山第三 840.00 昭和50年 有（補強済）

志水公民館 男山 570.00 昭和56年 有

山柴公民館 男山 555.00 昭和59年 有

橋本公民館 男山第三 830.00 昭和55年 有（補強済）

市民協働活動センター（防災備蓄倉庫等含む南棟分） 男山 986.00 昭和56年 有

南ケ丘集会所 男山 149.00 昭和58年 有

吉原集会所 男山 102.16 昭和61年 有

小集落地区施設集会所 男山 102.00 昭和61年 有

合計 5,950.96

施設名

集会施設
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イ 現状の課題 

 「八幡市公共施設有効活用基本計画」の調査によれば男山公民館と橋本

公民館は他の施設と比較すると、利用率が高い傾向にあるのに対し、志水

公民館及び山柴公民館は、利用率が低くコスト効率も低い傾向にありま

す。 

 「八幡市公共施設有効活用基本計画」の調査によれば各施設ともに、面積

が広い部屋の利用率が高い傾向にあったため、それ以外の部屋の利用率

を高めることで、施設全体の利用効率を高めていくことが課題となって

います。 

 

ウ 基本的な考え方 

 集会施設の利用とコストの分析から、低利用・高コストの施設が見られ

たため、効率的な管理運営や、利用者のニーズに沿った運営等利用率の

向上につながる方策を検討します。 

 市民協働活動センターについては、NPO団体等の活動を支援するため、研

修会や情報発信の場として施設の周知等に努め、利活用を促進します。 
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（２）文化施設 

ア 施設の概要 

文化施設は１施設あり、優れた芸術に接する機会と交流を深めることができ

る場として設置されています。 

文化センターは、指定管理者による管理運営を行っています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

 竣工から30年以上を経過しているため、今後、施設を長寿命化させてい

くことが課題となっています。 

 「八幡市公共施設有効活用基本計画」の調査によれば利用者数が伸び悩

んでおり、利用者数を増やすことが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 中長期的な改修計画を策定し、計画的に改修を進めることで、長寿命化対

策を行います。 

 魅力ある事業の企画・運営など、今後の利用者数の増加に向けた取組を引

き続き推進します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

文化施設 文化センター 男山 10,187.65 昭和58年 有

合計 10,187.65

施設名
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２ 社会教育系施設 

（１）図書館 

ア 施設の概要 

図書館は２施設あり、両図書館ともに、市民が生活を送る上で必要な情報や

資料を提供し、自己実現や地域の課題を解決するための環境整備を目的として

設置されています。 

八幡市民図書館は本館機能として配置されるとともに、移動図書館業務の機

能を持っています。男山市民図書館は、男山地域及びその周辺の図書館行政を

展開するための分館的役割を担っています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

貸出点数を増やし、より効率的な管理運営の方策を検討することが課題とな

っています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 今後の貸出点数増加に向けた取組を引き続き推進します。 

 継続的に効率的な管理運営を行うための手法を検討します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

八幡市民図書館 男山 1,817.00 昭和55年 有（補強済）

男山市民図書館 男山第二 併設 平成３年 有

合計 1,817.00

施設名

図書館
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（２）博物館等 

ア 施設の概要 

博物館等は５施設あり、そのうち生涯学習センターは、男山市民図書館との

複合施設となっています。 

ふるさと学習館は、施設有効活用の一環として、旧八幡東小学校校舎を活用

しています。 

松花堂庭園及び松花堂美術館は、指定管理者による管理運営を行っています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 生涯学習センターについては、「八幡市公共施設有効活用基本計画」の調

査によれば利用者数が減少傾向にあり、利用者数を増やすことが課題と

なっています。 

 松花堂庭園内にある松花堂美術館別館については施設が老朽化しており、

耐震診断の結果、耐震補強が必要と診断されています。今後、庭園内の

他施設を含めた活用方法の検討が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 生涯学習センターについては、今後、計画的に修繕等を進め、年度当たり

の公共施設の維持管理コストの低減、使用年数の延長を図ることとしま

す。また、今後の利用者数増加に向けた取組を引き続き推進します。 

 ふるさと学習館については、耐震補強が行われたため、今後は長寿命化対

策として、年度当たりの公共施設の維持管理コストの低減、使用年数の延

長を図ります。 

 松花堂美術館を含めた松花堂庭園全体として、利用者数増加に向けた取

組を引き続き進めるとともに、松花堂美術館別館を含めた庭園内の施設

の活用を検討します。 

 史跡石清水八幡宮境内（八角堂）は、目視での診断によれば現在の使用状

況であれば耐震補強は不要であり、文化財保護の観点から適正な管理を

行います。  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

生涯学習センター 男山第二 3,261.00 平成３年 有

ふるさと学習館 男山 2,007.00 昭和55年 有（補強済）

松花堂庭園 男山 1,675.50 昭和45年 不足

松花堂美術館 男山 2,396.06 平成14年 有

史跡石清水八幡宮境内（八角堂） 男山 100.05 明治 不明

合計 9,439.61

施設名

博物館等
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３ スポーツ・レクリエーション系施設 

（１）レクリエーション施設・観光施設 

ア 施設の概要 

レクリエーション施設・観光施設は３施設あります。 

男山レクリエーションセンター及びやわた流れ橋交流プラザは、指定管理者

による管理運営を行っています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 男山レクリエーションセンターについては、竣工から30年以上経過して

おり、今後施設の長寿命化が課題となっています。 

 やわた流れ橋交流プラザについては、一部の建物が竣工から30年以上を

経過しているため、今後、施設を長寿命化させていくことが課題となっ

ています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 築年数が最も古い男山レクリエーションセンターについては、「八幡市公

園施設長寿命化計画」に従い、計画的に修繕等を進め、年度当たりの公共

施設の維持管理コストの低減、使用年数の延長を図ります。 

 やわた流れ橋交流プラザについては、計画的な修繕等を推進します。 

 観光案内所については、継続的に効率的な管理運営を行います。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

男山レクリエーションセンター 男山 910.00 昭和62年 有

男山東 2,336.00 平成14年 有

観光案内所 男山 53.82 平成24年 有

合計 3,299.82

施設名

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・
観光施設

やわた流れ橋交流プラザ
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（２）スポーツ施設 

ア 施設の概要 

スポーツ施設は１施設あり、市民が集いスポーツ・レクリエーションの行え

る場として設置されています。 

市民体育館・市民スポーツ公園は、指定管理者による管理運営を行っていま

す。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

竣工から30年以上経過しており、今後施設の長寿命化が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

「八幡市公園施設長寿命化計画」に従い、計画的に修繕を進め、年度当たり

の公共施設の維持管理コストの低減、使用年数の延長を図ります。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

スポーツ施設 市民体育館・市民スポーツ公園 男山東 4,809.00 昭和62年 有

合計 4,809.00

施設名
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４ 学校教育系施設 

（１）小学校 

ア 施設の概要 

小学校は８校あり、いずれも耐震性能を有しています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

小学校の施設配置については平成22年度までに一定の整理を行いましたが、

今後、年少人口の減少が進むと、改めて施設配置をどうすべきかが課題となり

ます。 

 

ウ 基本的な考え方 

 「八幡市学校施設長寿命化計画」に基づき、適切な維持管理のために、

予防保全型の管理へと転換を図るとともに、計画的な大規模改造（予防

保全的な改修）と長寿命化改修を実施していく方針です。 

 長期的には児童生徒数の減少に対応し、必要に応じて学校施設の再編・

再配置を検討していくものとします。 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

八幡小学校 男山 6,427.00 昭和43年 有（補強済）

くすのき小学校 男山第二 6,855.00 昭和47年 有（補強済）

さくら小学校 男山第三 7,078.00 昭和49年 有（補強済）

橋本小学校 男山第三 6,731.00 昭和49年 有（補強済）

有都小学校 男山東 4,676.00 昭和50年 有（補強済）

中央小学校 男山 5,962.00 昭和51年 有（補強済）

南山小学校 男山第二 5,269.00 昭和62年 有

美濃山小学校 男山東 7,901.00 平成14年 有

合計 50,899.00

施設名

小学校
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（２）中学校 

ア 施設の概要 

中学校は４校あり、いずれも耐震性能を有しています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

今後、年少人口の減少が進むと、長期的には施設配置をどうすべきかが課題

となります。 

 

ウ 基本的な考え方 

 「八幡市学校施設長寿命化計画」に基づき、適切な維持管理のために、予

防保全型の管理へと転換を図るとともに、計画的な大規模改造（予防保全

的な改修）と長寿命化改修を実施していく方針です。 

 長期的には児童生徒数の減少に対応し、必要に応じて学校施設の再編・再

配置を検討していくものとします。 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

男山中学校 男山 8,789.00 昭和58年 有

男山第二中学校 男山第二 7,809.00 昭和47年 有（補強済）

男山第三中学校 男山第三 8,144.00 昭和50年 有（補強済）

男山東中学校 男山東 5,857.00 昭和61年 有

合計 30,599.00

施設名

中学校
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（３）その他学校教育施設 

ア 施設の概要 

その他学校教育施設は３施設あり、そのうち都教育集会所は空き施設となっ

ています。南ケ丘教育集会所は耐震補強を完了しています。教育支援センター

は、施設の有効活用の一環として、旧八幡第五小学校校舎を活用しています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 都教育集会所は空き施設となっているため、施設の有効活用が課題とな

っています。 

 南ケ丘教育集会所は、耐震補強は実施しましたが、今後は施設の長寿命

化が課題となっています。 

 教育支援センターは、旧小学校校舎の老朽化、及び耐震性能を確保する

ことが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 都教育集会所については、他施設への転用等による施設の有効活用につ

いて地元自治会と協議し、検討します。 

 南ケ丘教育集会所については、耐震補強は完了していますが、今後、計画

的に修繕等を進め、年度当たりの公共施設の維持管理コストの低減、使用

年数の延長を図ります。 

 教育支援センターについては、旧八幡第五小学校の活用等について検討

する中で、併せて検討します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

都教育集会所
（閉鎖中） 男山東 200.00 昭和63年 有

南ケ丘教育集会所 男山 492.91 昭和55年 有（補強済）

教育支援センター 男山第三 2,024.00 昭和55年 不明

合計 2,716.91

施設名

その他
学校教育
施設
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５ 子育て支援施設 

（１）幼稚園、保育園、認定こども園 

ア 施設の概要 

令和３（2021）年度時点で開園している公立の幼稚園、保育園、認定こども

園（就学前施設）は10施設あり、内訳は、幼稚園が５園、保育園が４園、認定

こども園が１園となっています。 

また、私立くすのき保育園は、土地と建物が本市の所有となっており、社会

福祉法人に無償で貸与し運営しています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 就学前児童数は平成23（2011）年度から減少傾向にあり、保育園の需要

が高まる反面、幼稚園の需要が落ち込み、幼稚園の園児数が大きく減少

しています。また、一部の幼稚園では、１クラス当たりの園児数が少な

く適正な園児集団の確保ができないなど、施設のあり方が課題となって

います。 

 就学前施設は昭和40（1965）年代から50（1975）年代前半に竣工したもの

が多く、施設の老朽化が見られます。また、南ケ丘第二保育園では、一部

の部屋（倉庫として使用）の耐震性能に課題があります。 

 くすのき保育園は、平成29（2017）年度に耐震化工事を実施しましたが、

施設の老朽化が進んでいます。民営化により建物を無償で貸与している

ため、貸与先の社会福祉法人と今後の改修等について協議が必要です。 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

みその保育園 男山 1,306.00 昭和48年 有

旧みやこ保育園 （注１） 男山東 684.00 昭和50年 有

わかたけ保育園 男山第三 1,317.00 昭和53年 有（補強済）

南ケ丘保育園 男山 1,341.00 昭和60年 有

南ケ丘第二
保育園 （注２） 男山 1,570.00 昭和49年 不足

くすのき保育園 男山 901.00 昭和53年 有

有都こども園 男山東 964.00 昭和47年 有

八幡幼稚園 男山 962.00 昭和47年 有（補強済）

八幡第二幼稚園 （注３） 男山第二 1,084.00 昭和48年 有（補強済）

八幡第三幼稚園 男山第三 1,155.00 昭和50年 有（補強済）

八幡第四幼稚園 男山第二 1,209.00 昭和52年 有（補強済）

橋本幼稚園 男山第三 1,020.00 昭和49年 有（補強済）

合計 13,513.00

（注１）旧みやこ保育園は、令和3年3月31日をもって廃止しています。

（注２）南ケ丘第二保育園には、第二子育て支援センターが併設されています。

（注３）八幡第二幼稚園は、平成31年４月1日から休園しています。

施設名

幼稚園、
保育園、

認定こども園
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ウ 基本的な考え方 

 就学前施設については、「八幡市立就学前施設再編の基本方針」に基づき、

認定こども園化を基本とした施設の統廃合等を進めていくこととしてい

ます。具体的な時期を決定次第、必要な改修等を行っていくこととしま

す。 

 くすのき保育園については、施設の改修等について社会福祉法人と協議

を行います。 
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（２）児童施設 

ア 施設の概要 

児童施設は16施設あります。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 児童センターについては、設備の老朽化及び施設の長寿命化が課題とな

っています。 

 放課後児童健全育成施設については、他の施設に併設されており、設備

の老朽化及び施設の長寿命化が課題となっております。 

 

ウ 基本的な考え方 

 児童センターについては、計画的に修繕等を進め、維持管理費の低減、使

用年数の延長を図ります。また、省エネルギー設備を随時導入し、維持管

理費用を削減します。 

 放課後児童健全育成施設については、計画的に修繕等を進め、維持管理費

の低減、使用年数の延長を図ります。また、省エネルギー設備を導入し、

維持管理費用を削減します。 

 

 

 

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

橋本児童センター 男山第三 566.00 昭和57年 有

指月児童センター （注１） 男山第三 545.00 昭和56年 有

竹園児童センター 男山第二 625.00 昭和56年 有

男山児童センター 男山第三 421.00 昭和50年 有（補強済）

南ケ丘児童センター 男山 661.94 昭和55年 有（補強済）

八幡こどもセンター 男山 67.00 昭和43年 有（補強済）

子ども・子育て支援センター 男山東 1,364.66 平成26年 有

放課後児童健全育成施設（美濃山小学校内） 男山東 224.00 平成14年 有

放課後児童健全育成施設（有都小学校内） 男山東 114.00 平成11年 有

放課後児童健全育成施設（中央小学校内） 男山 221.68 令和３年 有

放課後児童健全育成施設（八幡小学校内） 男山 159.00 昭和43年 有（補強済）

放課後児童健全育成施設（南山小学校内） 男山第二 118.00 平成７年 有

放課後児童健全育成施設（竹園児童センター内） 男山第二 （注２） 昭和56年 有

放課後児童健全育成施設（男山児童センター内） 男山第三 （注３） 昭和50年 有（補強済）

放課後児童健全育成施設（橋本児童センター内） 男山第三 （注４） 昭和57年 有

放課後児童健全育成施設（子ども・子育て支援センター内） 男山東 （注５） 平成26年 有

合計 5,087.28

（注１）指月児童センターには、子育て支援センターが併設されています。

（注２）竹園児童センターに併設されているため、延べ床面積は竹園児童センターに含んでいます。

（注３）男山児童センターに併設されているため、延べ床面積は男山児童センターに含んでいます。

（注４）橋本児童センターに併設されているため、延べ床面積は橋本児童センターに含んでいます。

（注５）子ども・子育て支援センターに併設されているため、延べ床面積は子ども・子育て支援センターに含んでいます。

施設名

児童施設
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６ 保健・福祉施設 

（１）高齢福祉施設 

ア 施設の概要 

高齢福祉施設は４施設あり、そのうちシルバー人材センターは、旧さつき保

育園の跡地を利用しています。 

八寿園は、指定管理者による管理運営を行っています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

竣工から30年以上を経過しているため老朽化の懸念があり、施設の長寿命化

が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 シルバー人材センターについては、竣工から相当の年数が経過している

ため耐震診断の実施等について今後、検討を行います。 

 それ以外の施設は、今後、計画的に修繕等を進め、年度当たりの公共施

設の維持管理コストの低減、使用年数の延長を図ります。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

八寿園 男山第三 904.00 昭和48年 有

南ケ丘老人の家 男山 568.00 昭和58年 有

シルバー人材センター 男山 564.00 昭和45年 不明

都老人の家 男山東 244.00 昭和61年 有

合計 2,280.00

施設名

高齢福祉
施設
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（２）障がい福祉施設 

ア 施設の概要 

障がい福祉施設は２施設あります。障害者通所施設は、特定非営利活動法人

が廃園となった旧中央幼稚園の跡地を活用し、生活介護や就労支援事業を営ん

でいます。やわた作業所については、旧母子健康センター跡地を社会福祉法人

に無償貸与し、生活介護や就労支援事業を営んでいます。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 障害者通所施設については、施設及び設備の老朽化が著しい状況となっ

ています。耐震性能は有していますが、大規模地震の発生時に損傷の恐

れがあり除却または補強を要する部材があります。 

 やわた作業所については、施設の無償貸与が長期間継続しており、今後

の施設のあり方が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 障害者通所施設については、利用している法人と協議を図りながら、施

設のあり方を検討します。 

 やわた作業所については、施設の無償貸与を長期間継続している状況と

なっているため、売却あるいは譲渡を含めた施設のあり方を検討します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

障害者通所施設 男山 616.00 昭和52年 有

やわた作業所 男山 241.00 平成３年 有

合計 857.00

施設名

障がい
福祉施設
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（３）保健施設 

ア 施設の概要 

保健施設は１施設あり、空調設備の更新、トイレ改修、屋根防水及び壁の塗

替工事等の部分的な改修工事を実施しています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

今後は公共施設の維持管理コストの低減を図ることが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

「八幡市個別施設計画」に基づき、計画的に修繕等を行います。 

 

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

保健施設 母子健康センター 男山 689.77 昭和53年 有

合計 689.77

施設名



 

51 

（４）その他保健・福祉施設 

ア 施設の概要 

その他保健・福祉施設は４施設あり、多くの施設で竣工から30年以上を経過

しています。 

福祉会館は、施設の有効活用の一環として旧八幡東小学校校舎を活用し、指

定管理者による管理運営を行っています。 

【施設一覧】  

 
 

イ 現状の課題 

八幡人権・交流センターについては、平成22（2010）年度に耐震補強を行っ

ていますが、一部老朽化している箇所があり、施設の長寿命化が課題となって

います。 

 

ウ 基本的な考え方 

八幡人権・交流センター及び有都交流センターについては、今後、計画的に

修繕等を進め、年度当たりの公共施設の維持管理コストの低減、使用年数の延

長を図ります。また、今後の利用者数増加に向けた取組を引き続き推進します。  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

福祉会館 男山 2,672.00 昭和56年 有（補強済）

八幡人権・交流センター 男山 1,349.00 昭和50年 有（補強済）

有都交流センター 男山東 532.00 昭和49年 有（補強済）

有都福祉交流センター 男山東 381.00 平成16年 有

合計 4,934.00

施設名

その他
保健・福祉

施設
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７ 行政系施設 

（１）庁舎等 

ア 施設の概要 

庁舎等は４施設あり、現在、本庁舎の建替工事を実施しています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

新しい本庁舎の開庁により、現在の本庁舎（旧本庁舎）及び第二分庁舎の業

務課が新本庁舎に移転します。新本庁舎開庁に伴い生じる旧本庁舎等の施設に

ついて、今後のあり方が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 新しい本庁舎については、令和５（2023）年１月10日の開庁を予定して

います。 

 旧本庁舎については、２階床高さまでの構造体を残し、ひろば等として

転用する計画としており、新本庁舎開庁に伴い生じる旧本庁舎等の施設

についても有効活用のための検討を推進します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

市役所（本庁舎、旧別館、南側駐車場） 男山 11,454.87 昭和53年 不足

市役所（別館） 男山 656.55 令和2年 有

分庁舎 男山 1,053.25 昭和50年 有

第二分庁舎 男山 617.00 昭和61年 有

合計 13,781.67

施設名

庁舎等
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（２）消防施設 

ア 施設の概要 

消防施設は20施設あり、そのうち消防庁舎が１施設、消防器具庫が14施設、

水防倉庫が５施設となっています。 

【施設一覧】 

 

 

イ 現状の課題 

 消防庁舎については、竣工から十数年経過しており、施設の長寿命化が

課題となっています。 

 消防器具庫、水防倉庫の多くは、竣工から相当の年数が経過しており、

老朽化が懸念され今後の施設のあり方が課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 消防庁舎については、施設の大規模改修や建替えに係る費用を削減する

ために、施設の長寿命化について検討します。また、近年の集中豪雨の

際、１階車庫が浸水し、消防車両等を他の施設に一時移動した経験を踏

まえ、水害時の対策を検討します。 

 消防器具庫、水防倉庫については、必要に応じ修繕し維持管理します。  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

消防庁舎 男山第二 2,876.00 平成14年 有

消防器具庫(第１分団第１部) 男山 34.00 昭和46年 不明

消防器具庫(第１分団第２部) 男山 34.00 昭和53年 不明

消防器具庫(第１分団第３部) 男山 31.00 昭和61年 有

消防器具庫(第１分団第４部) 男山第二 34.00 昭和58年 有

消防器具庫(第２分団第１部) 男山 33.00 昭和47年 不明

消防器具庫(第２分団第２部) 男山第三 34.00 昭和44年 不明

消防器具庫(第２分団第３部) 男山 34.00 昭和51年 不明

消防器具庫(第３分団第１部) 男山東 34.00 昭和56年 不明

消防器具庫(第３分団第２部) 男山東 40.00 平成13年 有

消防器具庫(第３分団第３部)下区 男山東 20.70 平成７年 有

消防器具庫(第３分団第３部)二階堂 男山東 37.00 平成29年 有

消防器具庫(第４分団第１部) 男山東 22.00 昭和53年 不明

消防器具庫(第４分団第２部) 男山東 34.00 昭和58年 有

消防器具庫(第４分団第３部) 男山東 18.00 平成14年 有

水防倉庫（森） 男山 24.00 昭和62年 有

水防倉庫（川口） 男山 45.00 昭和42年 不明

水防倉庫（上奈良） 男山東 27.00 昭和32年 不明

水防倉庫（上津屋） 男山東 46.00 昭和34年 不明

水防倉庫（岩田） 男山東 23.00 昭和29年 不明

合計 3,480.70

施設名

消防施設
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（３）その他行政系施設 

ア 施設の概要 

その他行政系施設は４施設あり、そのうち生活情報センターについては、消

費者の利益の擁護及び増進を図り、市民生活の安定及び向上に資するため平成

28（2016）年４月１日に生活情報センター条例を施行し、公の施設として独立

行政法人都市再生機構（UR都市機構）が管理する男山団地内一部を使用貸借し

ています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

生活情報センターについては、UR都市機構から使用貸借しているため、今後、

施設の使用について検討を行わなければならない可能性があります。 

 

ウ 基本的な考え方 

生活情報センターについては、UR都市機構が管理する男山団地内にあるため、

UR都市機構と協同で適正な維持管理を推進します。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

生活情報センター 男山第三 196.61 昭和50年 有

道路河川課資材倉庫 男山 18.00 不明 不明

石清水八幡宮駅前倉庫 男山 3.00 昭和57年 有

６区衛生器具庫 男山 17.00 昭和62年 有

合計 234.61

施設名

その他
行政系
施設
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８ 公営住宅 

ア 施設の概要 

公営住宅等は16団地（102棟）あり、内訳は市営住宅が９団地（38棟）、改良

住宅が７団地（64棟）となっています。令和２（2020）年度末時点で、総戸数

は587戸です。 

【施設一覧】 

 

イ 現状の課題 

 耐震性能が不足・不明な団地は５団地（一部耐震性能有を含む）あり、耐

震性能の確保が必要となっています。 

 竣工から35年以上を経過している団地が12団地あり、更新時期が集中し、

その費用が一時的に多額となることが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 公営住宅等については、「八幡市市営住宅長寿命化計画」及び「八幡市市

営住宅ストック総合活用計画」に基づき、令和10（2028）年度において

は、総戸数を469戸程度になるように計画します。 

 具体的には、必要性、経済性、効率性、容易性、上位・関連事業との整

合、の５つの視点を基に、選定フローに従い、建替え（集約・統合）、用

途廃止、個別改善、維持保全に分類します。 

 計画の実現に向けて、府営住宅やUR都市機構男山団地（賃貸）との連携、

地域との連携等を検討します。  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

市営住宅（都団地） 男山東 437.00 昭和49年 有

市営住宅（一丁地団地） 男山東 1,684.00 昭和51年～ 不足

市営住宅（上ノ段団地） 男山東 2,359.00 昭和60年～ 有

市営住宅（三反長団地） 男山 652.00 昭和54年～ 不足

市営住宅（小松団地） 男山 2,967.00 昭和56年～ 有

市営住宅（吉原団地） 男山 1,386.12 昭和62年 有

市営住宅（清水井団地） 男山 1,219.00 平成26年 有

市営住宅（中ノ山団地） 男山第二 728.90 平成25年～ 有

市営住宅（雄徳団地） 男山第三 418.00 昭和59年 有

改良住宅（軸団地） 男山 6,298.00 昭和47年～ 不足、一部有

改良住宅（広門団地） 男山 2,473.00 昭和50年～ 不足、一部有

改良住宅（小松団地） 男山 16,909.00 昭和57年～ 有

改良住宅（三反長団地） 男山 1,064.00 昭和60年～ 有

改良住宅（長田団地） 男山 288.00 昭和51年 不足

改良住宅（吉原団地） 男山 2,396.00 昭和61年 有

改良住宅（東林団地） 男山 499.00 昭和62年 有

合計 41,778.02

施設名

公営住宅
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９ 医療施設 

ア 施設の概要 

医療施設は１施設あり、母子健康センターに併設されています。空調設備の

更新、トイレ改修、屋根防水及び壁の塗替工事等の部分的な改修工事を実施し

ています。 

【施設一覧】 

 
 

イ 現状の課題 

今後は公共施設の維持管理コストを低減することが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

「八幡市個別施設計画」に基づき、計画的に修繕等を行います。 

 

  

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

医療施設 内科・小児科休日応急診療所 男山 135.67 昭和53年 有

合計 135.67

施設名
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10 その他 

ア 施設の概要 

その他施設は34施設あります。その他施設のうち多くは統廃合された旧八幡

第四小学校、旧八幡第五小学校及び旧八幡東小学校体育館が占めています。 

【施設一覧】 

 

 

 

 

分類 中学校区
延べ床

面積（㎡）
竣工年度 耐震性能

旧八幡第四小学校 男山第二 8,955.00 昭和52年 不明

旧八幡第五小学校 男山第三 4,195.00 昭和55年 不明

旧八幡東小学校体育館 男山 910.00 昭和56年 不足

市営南ケ丘浴場 男山 599.23 昭和59年 有

プレハブ倉庫 男山 41.00 昭和59年 有

都農作業場 男山東 207.00 不明 不明

農機具格納庫 男山東 114.00 平成４年 有

６区農機具格納庫 男山第二 49.00 不明 不明

南ケ丘農作業場 男山 364.00 不明 不明

八幡市野尻市民農園 男山東 100.00 平成10年 有

川北排水機場 男山 237.00 平成15年 有

岩田揚水機場 男山東 22.00 不明 不明

石清水八幡宮駅前広場公衆便所 男山 44.00 平成23年 有

市営駐車場事務所・公衆便所 男山 15.38 平成23年 有

隅田墓地内建物 男山東 33.00 昭和56年 不明

中ノ山墓地内建物 男山第二 74.00 不明 不明

石清水八幡宮駅前広場待合所 男山 17.00 平成４年 有

八幡市柿木垣内自転車等保管場所 男山 9.00 平成13年 有

石清水八幡宮駅自転車駐車場 男山 1,211.00 平成13年 有

みやこ公園便所 男山東 6.65 昭和47年 不明

かもしか公園便所 男山第三 7.48 昭和60年 有

ふるさとの森公園便所 男山東 15.00 平成16年 有

あらかし近隣公園便所 男山第三 5.80 昭和63年 有

足立寺史跡公園便所 男山第三 3.40 昭和56年 不明

りす公園便所 男山第三 3.40 昭和56年 不明

みやびの森　公衆便所 男山 41.00 不明 不明

さつき近隣公園事務所　他 男山第三 418.00 昭和51年 不明

くすのき近隣公園事務所　他 男山第二 30.00 昭和47年 不明

さくら近隣公園便所 男山第三 19.00 平成16年 有

かわきた自然運動公園倉庫 他 男山 4.00 平成25年 有

川口市民公園事務所　他 男山 6.00 平成25年 有

きんめい近隣公園事務所　他 男山東 42.00 平成４年 有

馬場市民公園倉庫 他 男山 9.00 平成24年 有

子供動物園管理事務所 男山第三 24.00 昭和55年 不明

合計 17,831.34

施設名

その他
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イ 現状の課題 

 旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校及び旧八幡東小学校体育館につい

ては、小学校の再編により現在空き施設となっているため、施設の転用・

処分について今後検討することが課題となっています。 

 市営南ケ丘浴場については、高齢化等により利用者数は減少傾向にある

と共に、設備等の老朽化が進んできていることが課題となっています。 

 

ウ 基本的な考え方 

 旧八幡第四小学校、旧八幡第五小学校、及び旧八幡東小学校体育館につ

いては、新たな活用を行うのか、あるいは処分（売却、譲渡、除却等）す

るのかを含めて検討します。新たな活用を行う場合は、耐震性能を確保

したうえで行います。 

 市営南ケ丘浴場については、設備の点検、修繕等を行いながら、適正な

運営を維持していきます。  
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11 インフラ施設 

（１）道路 

道路建設については、必要性を吟味した上で整備を行っていくこととします。

既存の道路についても、維持管理のコスト縮減や効率化のほか、交通状況など

も考慮しながら、維持・修繕を行います。また、LCCの削減を目指して定期的に

点検・診断・保全を行い、通行者の安全確保に努めます。 

 

（２）橋りょう 

「八幡市橋の長寿命化修繕計画」に基づき、老朽化した橋りょうについて計

画的に修繕を行います。損傷が顕在化する前に補修、あるいは損傷しないよう

に事前に対処する、といった「予防保全」の考え方を取り入れ、橋りょうの長

寿命化を図り、健全な道路ネットワークを維持するとともに、LCCの削減を図り

ます。 

 

（３）上水道施設 

市民の皆様に水道を安定して供給するため、「八幡市水道ビジョン」に基づき、

施設等の更新や、適切な点検・保全による維持管理に努めます。また水道管路

の耐震化に優先順位を設定し、計画的に更新を行います。 

具体的には、受水管・導水管・送水管並びに配水本管といった基幹管路、重

要給水施設（指定避難所、病院等）管路、漏水履歴のある老朽管路の順に優先

的かつ計画的に耐震化に取り組みます。 

さらに、水需要の減少を踏まえた施設規模の見直しや管口径のダウンサイジ

ングを検討し、コストダウンを図りながら更新を行います。 

 

（４）下水道施設 

「八幡市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、持続可能な下水道事

業の実施を図ります。膨大な下水道施設の状況を客観的に把握、評価し中長期

的な施設の状態を予測しながら計画的に修繕または更新を行います。計画内容

は下水道施設を状態監視保全施設、時間計画保全施設と事後保全施設に分け巡

視、点検、調査結果によりリスク評価による優先順位付をつけ、財源等の条件

を勘案し、適切で合理的な修繕・改築を行います。 
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（５）公園 

「八幡市公園施設長寿命化計画」に基づき、老朽化した施設について計画的

に修繕または更新を行います。 

管理棟、倉庫、便所等の付帯設備のほか、遊具等の安全管理はもとより、維

持管理のために定期的な点検を実施し、「予防保全」の考え方を取り入れること

で施設の長寿命化を図ります。 

 

（６）河川 

日々の管理については、河川の流下能力を確保するため、定期的なパトロー

ル等を行うとともに、浚渫や除草等の維持管理に努めます。 
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